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はじめに

地 方 財 政 は 、 歳 入 が 経 済 成 長 の 鈍 化 等 に よ り も は や 往 時 の よ

う に は 伸 び な く な っ て い る な か で 、 公 債 費 を は じ め 現 行 制 度 上

支 出 が 義 務 的 な 経 費 を 中 心 に 歳 出 が 伸 び 続 け 、 大 幅 な 収 支 不 均

衡 に 陥 っ て い ま す 。

こ の 不 均 衡 は 構 造 的 要 因 に よ る と こ ろ が 大 き く 、 容 易 に は 解

消 し が た い こ と も あ っ て 、 多 く の 府 県 が 過 去 に 積 み 立 て た 基 金

（ 貯 蓄 ） の 取 崩 し に よ り 歳 入 不 足 を 補 っ て ま い り ま し た 。 し か

、 、し な が ら そ の 基 金 も 次 第 に 底 を つ き 始 め て い る こ と な ど か ら

最 近 で は 、 こ う し た 弥 縫 策 も 限 界 と 見 て 、 よ り 安 定 的 で 持 続 可
び ほ う

能 な 財 政 運 営 へ の 転 換 を 目 指 し て 、 歳 入 ・ 歳 出 全 般 の 見 直 し に

向 け た 取 組 み を 本 格 化 さ せ 始 め て い ま す 。

地 方 公 共 団 体 は 、 改 め て 申 し 上 げ る ま で も な く 、 現 在 及 び 将

来 の 住 民 福 祉 の 向 上 の た め に 、 持 続 的 ・ 安 定 的 に そ の 役 割 を 果

た し て い く 必 要 が あ り ま す 。 し か も 、 地 方 分 権 の 進 展 に 伴 い 、

地 方 公 共 団 体 の 責 務 は 一 段 と 高 ま る こ と と な り ま す 。

し た が っ て 、 今 後 と も 住 民 の 負 託 に 適 切 に 応 え て い く た め に

は 、 収 支 不 均 衡 を 早 急 に 解 消 す る と と も に 、 本 格 的 な 高 齢 社 会

の 到 来 な ど に 伴 い 発 生 す る で あ ろ う 新 た な 行 政 需 要 に も 十 分 対

応 で き る よ う 、 財 政 構 造 の 弾 力 性 を 回 復 し て い く こ と が 求 め ら

れ ま す 。
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本 県 で は 、 こ の よ う な 状 況 を 踏 ま え 、 本 年 １ 月 に 和 歌 山 県 行

政 改 革 大 綱 を 策 定 し 、 そ の 中 で 、 限 ら れ た 財 源 の 下 で 行 政 の 質

の 向 上 を 図 っ て い く た め に は 県 行 政 の 責 任 領 域 の 見 直 し と 行 政

運 営 等 の 効 率 化 が 不 可 欠 で あ る と の 基 本 的 な 考 え 方 を お 示 し し

ま し た 。 ま た 、 す べ て の 経 費 に つ い て 、 こ う し た 視 点 か ら 施 策

の 根 本 に ま で 立 ち 返 っ た 見 直 し を 行 い 、 財 政 運 営 の 当 面 の 方 針

を と り ま と め 、 平 成 １ ２ 年 度 以 降 の 予 算 編 成 に 反 映 さ せ て い く

こ と と い た し ま し た 。

今 般 と り ま と め ま し た 「 財 政 運 営 プ ロ グ ラ ム 」 で は 、 本 県 財

政 の 現 状 を 分 析 す る と と も に 、 今 後 の 中 期 的 な 見 通 し に つ い て

の 試 算 結 果 を 踏 ま え 、 平 成 １ ２ 年 度 か ら 行 革 大 綱 の 最 終 年 度 で

あ る 平 成 １ ５ 年 度 ま で の ４ 年 間 を 特 に 「 財 政 健 全 化 期 間 」 と 位

置 づ け 、 収 支 不 均 衡 の 解 消 に 向 け て 積 極 的 に 取 り 組 む こ と と し

て お り ま す 。 な お 、 よ り 具 体 的 な 健 全 化 方 策 に つ い て は 、 行 政

の 各 分 野 に お け る 施 策 の 見 直 し と 併 せ て 、 幅 広 く 議 論 し な が ら

今 後 さ ら に 検 討 を 進 め て ま い り ま す 。
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Ⅰ 県財政の状況について

１ 現 在 の 県 財 政 が 抱 え る 問 題 点 等

本 県 の 財 政 は 、 ① 長 引 く 景 気 低 迷 と 度 重 な る 減 税 の 実 施 等 に よ り

こ と ②医大、 ﾋ ﾞ ｯ ｸ ﾞ ﾎ ｴ ｰ ﾙ 等の大県 税 収 入 が 大 幅 に 落 ち 込 ん で い る

規 模 プ ロ ジ ェ ク ト や 数 次 に わ た る 経 済 対 策 の 実 施 に 伴 い 大 量 発 行 さ

れた し て い る こ と ③ こ れ ら の 状 況 に 対 応 す る県 債 の 償 還 が 本 格 化

基 金 残 高た め に 財 源 不 足 額 を 基 金 の 取 崩 し で 補 て ん し て き た 結 果 、

し て き た こ と 等 か ら 、 極 め て 厳 し い 状 況 に あ る 。が 急 激 に 減 少

平 成 １ １ 年 度 当 初 予 算 に お い て も 、 人 件 費 ・ 公 債 費 等 の 義 務 的 経

費 が 増 加 す る な か 、 行 政 改 革 大 綱 に 基 づ く 事 務 事 業 の 整 理 合 理 化 や

厳 し い シ ー リ ン グ の 設 定 等 に よ り 極 力 歳 出 の 抑 制 に 努 め 、 歳 出 規 模

を 対 前 年 度 当 初 比 ＋ ０ ． ２ ％ と い う 低 い 伸 び に 抑 え た に も か か わ ら

ず 収 支 不 均 衡 を 十 分 に は 圧 縮 し き れ ず 結果的に 元金償還額 ５、 、 、 （

０ ０ 億 円 ） を 上 回 る 県 債 の 発 行 （ ６ ０ ８ 億 円 ） と 、 な お 不 足 す る １

５ ４ 億 円 の 財 源 を 補 て ん す る た め の 基 金 （ 財 政 調 整 基 金 ・ 県 債 管 理

基 金 ） 取 崩 し を 余 儀 な く さ れ た 。

２ 歳入の状況

① 歳入全般の推移

平 成 元 年 度 か ら 平 成 １ ０ 年 度 ま で の 歳 入 の 推 移 を 決 算 で 概 観 す る

と 、 平 成 元 年 度 に は ４ , １ ２ ５ 億 円 で あ っ た が 平 成 １ ０ 年歳 入 規 模

度 に は 、 ６ , ２ ７ ６ 億 円 （ ＋ ２ , １ ５ １ 億 円 ＋ ５ ２ . １ ％ ） と 大 幅

に 伸 び て い る 。 し か し な が ら 、 そ の う ち を 見 る と 、 平 成税 収 の 動 向

元 年 度 の ９ ２ ２ 億 円 か ら 一 時 は １ , ０ ０ ０ 億 円 を 上 回 っ た （ 平 成 ２

年 度 ： １ , ０ ３ ４ 億 円 、 平 成 ３ 年 度 ： １ , ０ ４ ３ 億 円 ） も の の 、 平 成

１ ０ 年 度 に は ９ ２ ９ 億 円 に ま で 落 ち 込 み 、 結 果 的 に ほ と ん ど 横 這 い

と な っ て い る 。 ま た 、 使 途 の 特 定 さ れ な い 一 般 財 源 の 総 額 （ こ こ で

は 便 宜 的 に 経 常 一 般 財 源 の う ち 県 税 ・ 地 方 交 付 税 ・ 地 方 譲 与 税 の 合

計 額 と す る ） の 動 向 を 見 て も 、 こ の 間 、 ２ , ３ ３ １ 億 円 か ら ２ , ８。

４ ６ 億 円 と ５ １ ５ 億 円 し か 伸 び て お ら ず 、 歳 入 全 体 の 伸 び ２ , １ ５

１ 億 円 の 約 ２ ４ ％ 程 度 を カ バ ー し て い る に 過 ぎ な い 。
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一 方 で 、 着 実 か つ 大 幅 に 伸 び て い る の が 、 （ 平 成 元 年国 庫 支 出 金

度 ： ８ ５ ３ 億 円 → 平 成 １ ０ 年 度 ： １ , ２ ５ ８ 億 円 ＋ ４ ０ ５ 億

円）と （ 平 成 元 年 度 ： ３ ４ ８ 億 円 → 平 成 １ ０ 年 度 ： ９ ４ ８県 債

億円 ＋ ６ ０ ０ 億 円 ） で あ る が 、 こ れ は 景 気 対 策 に よ る 公 共 事 業 の

増 加 な ど に よ る も の で あ る 。

ま た 、 平 成 ３ 年 度 以 降 、 も 急 激 に 増 加 し て い る 。 こ れ は 図繰 入 金

書 館 ・ 美 術 館 ・ 博 物 館 の 建 設 時 に 文 化 施 設 等 整 備 基 金 を 取 り 崩 し た

よ う に 、 基 金 の 目 的 に 沿 っ た 事 業 の 財 源 と し て 繰 り 入 れ た も の と 、

財 政 調 整 基 金 や 県 債 管 理 基 金 の 取 崩 し の よ う に 財 源 不 足 額 の 補 て ん

の た め に 繰 り 入 れ た も の に 分 け ら れ る が 、 近 年 は 、 後 者 の 財 源 不 足

の 補 て ん の た め の 繰 入 が 急 激 に 増 大 し て い る 。
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（千億円）

県 税

交 付 税

国 庫 支 出 金

繰 入 金

県 債

その他

うち 一 般 財 源

歳入決算額の推移
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② 県税収入の状況

県 税 収 入 は 、 平 成 ３ 年 度 に １ , ０ ４ ３ 億 円 と ピ ー ク を 迎 え 、 そ の

後 は 長 引 く 景 気 低 迷 や 減 税 の 実 施 等 の 影 響 で ９ ０ ０ 億 円 台 で 推 移 し

てきた。

全 体 的 に 税 収 が 伸 び 悩 ん だ 要 因 と し て は 、 税 収 全 体 の 中 で 大 き な

ウ エ イ ト を 占 め る 法 人 関 係 税 が バ ブ ル 崩 壊 後 の 景 気 の 低 迷 に よ り 落

ち 込 ん だ こ と や 、 金 利 の 低 下 等 に よ り 県 民 税 利 子 割 が 大 幅 な 減 と な

っ た こ と 等 が 挙 げ ら れ る 。

元 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

年度

0

2 0 0

4 0 0

6 0 0

8 0 0

1 0 0 0

1 2 0 0

（億円）

個 人 県 民 税

法 人 県 民 税

県 民 税 利 子 割

法 人 事 業 税

地 方 消 費 税

そ の 他

うち 法 人 ２税

県 税 収 入 の 状 況 （決算ベース）
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③ 県 債 の 発 行 と 県 債 残 高 の 状 況

県 債 発 行 額 の 推 移 を 見 る と 、 昭 和 ５ ０ 年 代 は ほ ぼ １ ０ ０ 億 円 台 の

後 半 か ら ２ ０ ０ 億 円 台 で 推 移 し 、 平 成 ３ 年 度 に お い て も （ 国 庫 支、

出 金 が 一 時 的 に 起 債 に 振 り 替 え ら れ た Ｎ Ｔ Ｔ 債 を 除 い た ベ ー ス で ）

３ ０ ８ 億 円 と 、 い ま だ 大 き な 後 年 度 負 担 が 生 じ る 規 模 で は な か っ た

が 、 バ ブ ル 崩 壊 後 最 初 の 経 済 対 策 が 講 じ ら れ た 平 成 ４ 年 度 に は ５ ３

５ 億 円 、 翌 平 成 ５ 年 度 に は ７ ４ ２ 億 円 に 達 し 、 さ ら に 平 成 ７ 年 度 以

降 は ４ 年 連 続 し て ８ ０ ０ 億 円 を 超 え る 規 模 と な っ て い る 。

県 債 の 発 行 が 急 増 し た 要 因 と し て は 、 平 成 ４ 年 度 以 降 の 経 済 対 策

に よ る 追 加 公 共 事 業 の 財 源 と し て 「 補 正 予 算 債 」 を 大 量 に 発 行 し た

こ と 、 こ れ ま で 地 方 交 付 税 で 措 置 さ れ て い た 投 資 的 経 費 の 財 源 が 地

方 交 付 税 総 額 の 不 足 に 伴 い 地 方 財 政 対 策 に お い て 起 債 に 振 り 替 え ら

れ た こ と な ど が 挙 げ ら れ る 。

こ の 結 果 、 平 成 元 年 度 末 に ２ , ０ ３ ８ 億 円 で あ っ た 県 債 残 高 （ Ｎ

Ｔ Ｔ 債 を 除 き ） は 、 平 成 １ ０ 年 度 末 に は ６ , ０ ７ ５ 億 円 と 一 般 会 計

予 算 総 額 を 超 え る 規 模 に ま で 膨 ら ん だ 。

元 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1
年度

0

1

2

3

4

5

6

7

（千億円）
県債残高

0

2 0 0

4 0 0

6 0 0

8 0 0

1 0 0 0

1 2 0 0

1 4 0 0

（億円）
発行額、償還額

発 行 額

償 還 額

県 債 残 高

正 味 の 県 債 残 高

注１．１１年度は、１１年度当初予算に１０年度からの繰越額を加えた見込額である。
注２．正味の県債残高とは県債残高から県債管理基金の残高を控除した額である。

県 債 残 高 等 の 推 移
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④ 基 金 繰 入 金 と 基 金 残 高 の 状 況

平 成 ３ 年 度 ま で は 、 好 景 気 に よ る 税 収 の 好 調 な 伸 び や 高 金 利 に よ

る 運 用 益 等 に 支 え ら れ た こ と や 、 交 付 税 で 基 金 積 立 の た め の 措 置 が

講 じ ら れ た こ と 等 に よ り 、 基 金 の 積 立 額 が 取 崩 額 を 大 き く 上 回 っ た

こ と か ら 、 基 金 残 高 も 急 激 に 増 加 し 平 成 ３ 年 度 末 に は １ , ０ ０ ０ 億

円 を 上 回 っ た （ う ち 財 政 調 整 機 能 を 有 す る 財 政 調 整 基 金 及 び 県 債 管

理 基 金 の 残 高 は ９ ２ ８ 億 円 。）

そ の 後 も 、 大 規 模 プ ロ ジ ェ ク ト 実 施 の 財 源 と し て 特 定 目 的 基 金 を

取 り 崩 し た こ と な ど に よ り 基 金 残 高 は 減 少 し た も の の 、 平 成 ８ 年 度

末 で は 依 然 ９ ９ ０ 億 円 （ う ち 財 政 調 整 金 ・ 県 債 管 理 基 金 の 残 高 は ７

４ ９ 億 円 ） の 残 高 を 保 っ て い た 。 し か し な が ら 、 平 成 ９ 年 度 以 降 、

税 収 等 の 伸 び 悩 み と 公 債 費 等 の 増 に 加 え 、 景 気 対 策 の た め に 投 資 的

経 費 の 確 保 に 努 め た こ と 等 に よ り 、 財 源 不 足 が 拡 大 し 、 こ れ を 補 て

ん す る た め に 財 政 調 整 基 金 や 県 債 管 理 基 金 を 多 額 に 繰 り 入 れ た 結

果 、 基 金 残 高 は 急 激 に 減 少 し た 。

元 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1

年度末

0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

9 0 0

1 0 0 0

（億円）

財 政 調 整 基 金

県 債 管 理 基 金

財 調 ・県 債 積 立 額

財 調 ・県 債 繰 入 額

注．１１年度末は、１１年度当初予算時における見込額である

財 政 調 整 ・県 債 管 理 基 金 の 年 度 末 残 高 の 推 移
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３ 歳出の状況

① 歳出規模の推移

平 成 元 年 度 か ら 平 成 １ ０ 年 度 ま で の 歳 出 の 推 移 を 決 算 で 概 観 す る

と は ４ , ０ ６ ５ 億 円 か ら ６ , １ ２ ４ 億 円 （ ＋ ２ , ０ ５ ９ 億 円歳 出 規 模

＋５０ .７％）と大幅に伸びている。

性 質 別 に そ の 内 訳 を み る と 、 普 通 建 設 事 業 費 や 災 害 復 旧 事 業 費 等

の が １ , ３ １ ９ 億 円 か ら ２ , ２ ８ ２ 億 円 と 最 も 大 き な 伸 び投 資 的 経 費

を 示 し て お り 、 つ い で 、 等の の 伸 び が 目 立人 件 費 公 債 費 義 務 的 経 費

っている。

特に、 は 、 平 成 ４ 年 度 以 降 大 量 に 発 行 し て き た 県 債 の 償 還公 債 費

が 始 ま る に つ れ て 、 急 激 に 伸 び て お り 、 県 財 政 を 圧 迫 し て い る 。

元 2 3 4 5 6 7 8 9 10
年度

0

1

2

3

4

5

6

7

（千億円） 人 件 費

公 債 費

扶 助 費

投 資 的 経 費

補 助 費 等

そ の 他 経 費

義 務 的 経 費

政 策 的 経 費

注．平成５、６年度の公債費には、ＮＴＴ債の繰上償還を含む。

歳 出 決 算 額 （性 質 別 ）の 推 移



- 9 -

② 投資的経費の状況

、 、 、 、投資的経費は 普 通 建 設 事 業 災害復旧事業 国 直 轄 事 業 負 担 金

失 業 対 策 事 業 に 分 類 さ れ る が 、 そ の 大 半 を 普 通 建 設 事 業 が 占 め て お

、 。り は さ ら に 国 の 補 助 事 業 と 県 の 単 独 事 業 に 分 か れ る普 通 建 設 事 業

は 、 平 成 ３ 年 度 ま で ７ ０ ０ 億 円 台 で 堅 調 に 推 移 し た 後 、補 助 事 業

平 成 ４ 年 度 以 降 は 、 経 済 対 策 の 実 施 に 伴 い ９ ０ ０ 億 円 か ら １ ， ０ ０

０ 億 円 台 の 水 準 で 推 移 し て い る 。 な お 、 一 般 的 に 、 補 助 事 業 に つ い

て は 、 国 庫 補 助 金 が 国 の 予 算 に 拘 束 さ れ る た め 、 経 済 対 策 等 の 特 殊

要 素 が な い 限 り 大 幅 に は 変 動 し な い 。

他方、 は 、 こ こ 数 年 、 図 書 館 ・ 美 術 館 ・ 博 物 館 ・ ビ ッ グ単 独 事 業

ホ エ ー ル ・ 医 大 等 の 大 規 模 プ ロ ジ ェ ク ト や 半 島 振 興 道 路 ・ 地 方 特 定

道 路 ・ ふ る さ と 農 林 道 等 の 道 路 整 備 事 業 を 中 心 に 積 極 的 ・ 集 中 的 に

投 資 を 進 め て き た 結 果 、 平 成 元 年 度 に は ３ ６ ０ 億 円 で あ っ た も の が

平 成 ９ 年 度 に は ９ ９ ４ 億 円 と 補 助 事 業 を 上 回 り 、 平 成 １ ０ 年 度 に お

い て も ９ ４ １ 億 円 と 極 め て 高 い 水 準 と な っ て い る 。

投 資 的 経 費 の 標 準 財 政 規 模 に 対 す る 割 合 を 全 国 と 比 較 す る と 、 年

度 に よ り ば ら つ き が あ る も の の ４ ～ １ ７ ％ 程 度 上 回 っ て お り 、 ２ １

世 紀 を 目 前 に 控 え 、 本 県 が 教 育 ・ 文 化 施 設 の 整 備 や 道 路 整 備 等 の 県

土 基 盤 の 整 備 に 重 点 を 置 い て き た こ と を 物 語 っ て い る 。



- 10 -

元 2 3 4 5 6 7 8 9 10
年度

0

500

1000

1500

2000

2500

（億円）

普 通 建 設 補 助

普 通 建 設 単 独

普 通 建 設 事 業 計

直 轄 事 業 負 担 金

災 害 復 旧 事 業

失 業 対 策 事 業

投 資 的 経 費 計

投 資 的 経 費 の 推 移 （決 算 ）

元 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

年度

0

5 0 0

1 0 0 0

1 5 0 0

2 0 0 0

2 5 0 0

（億円）

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

2 5 0

補 助 ・直 轄

単 独

本 県

全 国

地 財 計 画 （参 考 ）

普 通 建 設 事 業 費 の 推 移 （普通会計決算ベース）
元 年 度 の 単 独 事 業 を １００とした 場 合 の 全 国 と の 比 較
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元 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

年度

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

（％）

投 資 的 経 費 （本 県 ）

投 資 的 経 費 （全 国 ）

普 通 建 設 単 独 （本 県 ）

普 通 建 設 単 独 （全 国 ）

投 資 的 経 費 の 標 準 財 政 規 模 に 対 す る割 合 （普 通 会 計 ﾍ ﾞ ｰ ｽ ）
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③ 義務的経費の状況

は、 か ら な る 。義 務 的 経 費 人 件 費 ・ 扶 助 費 ・ 公 債 費

そ の 大 半 を 占 め る に つ い て は 、 行 政 改 革 大 綱 等 に 基 づ き 簡人 件 費

素 で 効 率 的 な 行 政 の 確 立 を 目 指 し 、 抑 制 に 取 り 組 ん で い る も の の 、

物 価 上 昇 等 に 伴 う 給 与 改 定 等 に よ り 、 結 果 的 に 年 々 増 加 し て い る 。

また、 も 高 齢 化 の 進 展 等 の 社 会 情 勢 を 反 映 し 着 実 に 増 加 し扶 助 費

ている。

は 、 大 規 模 プ ロ ジ ェ ク ト の 実 施 や 平 成 ４ 年 度 以 降 の 相 次 ぐ公 債 費

経 済 対 策 に 伴 っ て 発 行 し た 県 債 が 平 成 ８ 年 度 か ら 本 格 的 な 償 還 時 期

を 迎 え 、 近 年 急 激 に 増 加 し て い る 。 県 債 の 新 規 発 行 を 抑 制 し な い 限

り 、 公 債 費 は 今 後 も 高 水 準 で 推 移 し て い く こ と が 見 込 ま れ る 。

なお 「 補 正 予 算 債 」 や 「 地 域 総 合 整 備 事 業 債 」 等 、 後 年 度 の 償、

還 負 担 に 対 し て 交 付 税 措 置 の あ る 起 債 を 多 く 活 用 し て き た た め 、 公

債 費 の 伸 び は あ る 程 度 は 交 付 税 で カ バ ー さ れ て き て い る 。 し か し な

が ら 、 公 債 費 の 伸 び に 伴 い 交 付 税 措 置 外 の 負 担 も 増 大 し て お り 、 県

税 ・ 交 付 税 等 の 一 般 財 源 が 伸 び 悩 む な か 、 公 債 費 が 県 財 政 に と っ て

大 き な 負 担 と な っ て い る こ と は 否 定 で き な い 。

元 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

年度

0

5 0 0

1 0 0 0

1 5 0 0

2 0 0 0

2 5 0 0

3 0 0 0

（億円）

公 債 費
扶 助 費
人 件 費

注）平成５、６年度の公債費については、ＮＴＴ債の繰上償還を除く

義 務 的 経 費 の 推 移 （決算ベース）
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Ⅱ 中 期 財 政 収 支 見 通 し に つ い て

１ 収 支 見 通 し の 前 提 条 件

① 全般的な事項

こ の 収 支 見 通 し は 、 平 成 １ １ 年 度 当 初 予 算 額 を ベ ー ス に 過 去 の 伸

率 や 国 の 中 期 財 政 試 算 等 に 用 い ら れ て い る 伸 率 等 を 用 い る な ど 、 一

定 条 件 の 下 で 、 財 政 収 支 の 推 移 を 機 械 的 に 試 算 し た も の で あ る 。

な お 、 地 方 分 権 等 に よ り 、 事 務 事 業 の 範 囲 や 国 と 地 方 の 財 源 移 譲

等 現 在 の 枠 組 み が 大 き く 変 化 す る こ と も 予 想 さ れ る が 、 こ れ ら に つ

い て は 未 確 定 な 部 分 も 多 い た め 、 あ く ま で も 平 成 １ １ 年 ４ 月 現 在 の

制 度 を 前 提 と し て い る 。

② 経費別の前提条件

各 年 度 の 経 費 毎 の 積 算 は 、 別 表 の と お り で あ る が 、

歳 出 に つ い て は 、 義 務 的 経 費 の 伸 び や 、 南 紀 熊 野 体 験 博 関 連 経 費

や 選 挙 関 係 経 費 等 の 特 殊 要 素 の 変 動 を 除 き 、 原 則 と し て 、 平 成 １ １

年 度 の 概 数 と 同 額 と し て お り 、 今 後 取 り 組 む べ き 歳 出 抑 制 策 の 実 施

に よ る 節 減 分 は 反 映 し て い な い 。

歳 入 に つ い て は 、 国 の 「 中 期 財 政 試 算 」 に よ っ た ほ か 、 本 県 の 過

去 の 伸 率 等 を 用 い て 伸 び を 見 込 ん だ 。

（ ） 、以 上 に よ り 推 計 し た 歳 出 総 額 と 歳 入 総 額 と の 差 財源不足額 は

「 要 調 整 額 （ 基 金 繰 入 必 要 額 」 と し て 歳 入 項 目 に 掲 げ て い る が 、）

国 庫 支 出 金 等 の 特 定 財 源 は 、 歳 出 増 に 連 動 し て 歳 入 も 増 え る と 見 込

ん で い る こ と か ら 、 こ の 要 調 整 額 は 一 般 財 源 （ 税 ・ 交 付 税 等 ） の 不

足 額 に 相 当 す る こ と と な る 。
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【歳 出 】

人 件 費 各 年 度 と も 伸 率 １ . ５ ％ と 見 込 ん だ 。

公 債 費 平 成 １ ０ 年 度 末 ま で に 発 行 し た 県 債 に 係 る 公 債 費

に つ い て は ､ 今 後 予 定 さ れ る 元 利 償 還 金 を 積 み 上

げ ､ 平 成 １ １ 年 度 以 降 の 新 規 発 行 分 に つ い て は ､ 金

利 を ２ ％ と し て 試 算 し た 。

扶 助 費 平 成 ７ ～ ９ 年 度 ま で の 平 均 伸 率 ４ . ６ ％ を 参 考 に

５ ％ と し て 試 算 し た 。

普 通 建 設 補 助 平 成 １ １ 年 度 当 初 と 同 額 程 度 と し た 。

普 通 建 設 単 独 平 成 １ ２ 年 度 以 降 の 普 通 建 設 単 独 に つ い て は ､ 平

成 １ １ 年 度 当 初 か ら 同 年 度 中 に 終 了 す る 大 規 模 プ

ロ ジ ェ ク ト を 除 い た 額 で 据 え 置 き と し た 。

そ の 他 の 歳 出 普 通 交 付 税 の 経 常 経 費 の 伸 率 １ . ６ ０ ％ と 同 程 度

伸 び る も の と し て 試 算 し た 。

【歳 入 】

県 税 国 の 「 中 期 財 政 試 算 」 に 用 い ら れ て い る 名 目 成 長

率 １ . ７ ５ ％ と 同 程 度 伸 び る も の と し て 試 算 し た 。地方消費税清算金

地方譲与税 等

地方交付税 基 準 財 政 需 要 額 の う ち 、 経 常 の 伸 率 を １ . ６ ０ ％

と し 、 投 資 （ 公 債 費 関 連 項 目 を 除 く ） の 伸 率 を ０

％ と し た 。 ま た 、 公 債 費 関 連 項 目 に つ い て は 、 各

年 度 の 元 利 償 還 金 の 反 映 を 考 慮 し た 。

基 準 財 政 収 入 額 の 伸 率 に つ い て は 税 収 の 伸 び １ .、

７ ５ ％ と 同 じ と し た 。

国庫支出金 平 成 １ １ 年 度 当 初 を ベ ー ス に 人 件 費 ・ 扶 助 費 等 の

伸びを考慮した。

県 債 平 成 １ １ 年 度 の ６ ０ ８ 億 の う ち 借 換 債 、 減 税 補 て

ん 債 、 大 規 模 プ ロ ジ ェ ク ト 関 連 の 起 債 を 調 整 し ､ 毎

年 度 ５ ４ １ 億 と 推 計 し た 。

（ 平 成 １ ２ 年 度 は 借 換 分 １ ６ 億 を 加 算 し た ）。

そ の 他 の 歳 入 平 成 １ １ 年 度 当 初 と 同 額 程 度 と し た 。



- 15 -

県財政の中期展望（試算）

  平成１１年度   平成１２年度   平成１３年度   平成１４年度   平成１５年度

   予　算　額    予　算　額    予　算　額    予　算　額    予　算　額

　歳　　　出 5,769 億円 5,780 億円程度 5,840 億円程度 5,920 億円程度 5,980 億円程度

 義務的経費 2,675 億円 2,740 億円程度 2,780 億円程度 2,850 億円程度 2,890 億円程度

 人　件　費 1,827 億円 1,850 億円程度 1,880 億円程度 1,910 億円程度 1,940 億円程度

 公　債　費 701 億円 737 億円程度 742 億円程度 774 億円程度 771 億円程度

 扶　助　費 147 億円 154 億円程度 162 億円程度 170 億円程度 178 億円程度

 政策的経費 3,094 億円 3,040 億円程度 3,060 億円程度 3,070 億円程度 3,090 億円程度

 普通建設補助・直轄事業負担金等 1,167 億円 1,170 億円程度 1,170 億円程度 1,170 億円程度 1,170 億円程度

 普通建設単独 508 億円 470 億円程度 470 億円程度 470 億円程度 470 億円程度

 そ　の　他 1,419 億円 1,400 億円程度 1,420 億円程度 1,430 億円程度 1,450 億円程度

　歳　　　入 5,769 億円 5,780 億円程度 5,840 億円程度 5,920 億円程度 5,980 億円程度

 県　　　税 869 億円 840 億円程度 850 億円程度 870 億円程度 880 億円程度

 地方譲与税・地方消費税清算金等 199 億円 202 億円程度 206 億円程度 210 億円程度 214 億円程度

 地方交付税等 2,075 億円 2,150 億円程度 2,180 億円程度 2,220 億円程度 2,250 億円程度

 国庫支出金 1,121 億円 1,130 億円程度 1,140 億円程度 1,150 億円程度 1,160 億円程度

 県　　　債 608 億円 557 億円程度 541 億円程度 541 億円程度 541 億円程度

 その他収入 743 億円 740 億円程度 740 億円程度 740 億円程度 740 億円程度

　  要 調 整 額 （ 基 金 繰 入 必 要 額 ） 1 5 4 億 円 1 6 0 ～ 1 7 0 億 円 程 度 1 7 0 ～ 1 8 0 億 円 程 度 1 8 0 ～ 1 9 0 億 円 程 度 1 8 0 ～ 1 9 0 億 円 程 度

 財調･減債基金年度末残高（10年度末 444） 290 億円 120～130 億円程度 ▲40～60 億円程度 ▲220～250 億円程度 ▲400～440 億円程度

(注) 平成１１年度については、県債管理基金の積立て及び繰入れを相殺しているため実際の予算額と一致しない｡
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Ⅲ 財 政 健 全 化 に 向 け た 基 本 的 な 考 え 方

２ １ 世 紀 を 迎 え 、 真 に 生 活 の 豊 か さ と 活 力 が 両 立 し た 住 み や す い 和

歌 山 県 を 築 く た め に は 「 ゆ と り と 充 実 輝 く 和 歌 山 新 時 代 」 に 向 か、

っ て 着 実 に 前 進 す る こ と が 重 要 で あ る 。

し た が っ て 、 今 後 と も 引 き 続 き 「 心 豊 か で 個 性 輝 く ひ と づ く り 、、 」

「 」、「 」、豊 か さ を 実 感 で き る 暮 ら し づ く り 創 造 力 あ ふ れ る 産 業 づ く り

「 新 時 代 を 支 え る 基 盤 づ く り 」 の ４ つ の 政 策 目 標 の 実 現 に 向 け 積 極 的

に 取 り 組 む こ と が で き る よ う 、 歳 出 及 び 歳 入 全 般 に お い て 更 な る 見 直

し を 行 い 、 限 ら れ た 財 源 の 中 で 諸 施 策 の 一 層 の 合 理 化 ・ 重 点 化 ・ 効 率

化を図る必要がある。

今 後 の 新 た な 行 政 需 要 の 増 大 に も 十 分 対 応 し う る よ う な 弾 力 的 な 財

政 体 質 を 確 立 し て い く た め に は 、 財 政 健 全 化 に 向 け た 不 断 の 努 力 が 求

め ら れ る と こ ろ で あ る が 、 ま ず は 収 支 不 均 衡 の 解 消 が 喫 緊 の 課 題 で あ

る こ と か ら 、 平 成 １ ２ 年 度 か ら 平 成 １ ５ 年 度 の ４ 年 間 を 特 に 「 財 政 健

全 化 期 間 」 と 位 置 づ け 、 以 下 に 掲 げ る 健 全 化 方 策 の 実 現 に 向 け 、 積 極

的 に 取 り 組 む こ と と す る 。

ま ず 第 一 に 、 組 織 機 構 の 見 直 し 、 職 員 定 数 の 削 減 、 給 与 の 見 直 し 、

事 務 経 費 の 節 減 等 、 県 行 政 内 部 に お け る 徹 底 し た 見 直 し を 行 う こ と 。

第 二 に 、 地 方 分 権 の 推 進 を 図 る と と も に 、 県 が 担 う べ き 行 政 の 守 備

範囲を明確にすること。

第 三 に 、 社 会 情 勢 の 変 化 等 を 踏 ま え 、 従 来 か ら の 県 の 施 策 を 抜 本 的

に見直すこと。

第 四 に 、 歳 入 を 確 保 す る た め の 方 策 を 講 じ る こ と 。

第 五 に 、 事 務 事 業 評 価 シ ス テ ム の 本 格 導 入 、 地 方 債 の 発 行 額 の 抑 制

等 、 予 算 編 成 の 改 善 を 図 る こ と 。
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Ⅳ 財 政 健 全 化 に 向 け た 方 策

１ 県 行 政 内 部 に お け る 努 力

① 組織機構の見直し

地 方 分 権 の 時 代 を 迎 え 、 そ の 受 け 皿 と な り う る 行 政 体 制 の 整 備 を

、「 」、「 」、図るため 行 政 の 自 立 性 の 確 保 行 政 需 要 の 質 的 変 化 へ の 対 応

「 行 政 運 営 の 効 率 性 の 確 保 「 負 担 の 均 衡 」 と い う ４ つ の 視 点 か」、

ら 、 引 き 続 き 組 織 機 構 の 見 直 し を 行 う 。

② 職員定数の削減

新 た な 行 政 課 題 に 積 極 的 に 対 応 し て い く た め に 、 ス ク ラ ッ プ ・ ア

ン ド ・ ビ ル ド に よ り 、 総 定 員 の な か で 県 政 の 優 先 順 位 の 適 正 な 選 択

に 基 づ き 弾 力 的 な 職 員 配 置 を 行 う こ と に 努 め て い く 。

、 （ ） 、当面においては 行 政 改 革 大 綱 平 成 １ １ 年 １ 月 策 定 に基づき

定 員 管 理 計 画 （ 実 施 期 間 Ｈ １ １ ～ Ｈ １ ５ ） を 策 定 し た と こ ろ で あ

り 、 こ れ に よ り 知 事 部 局 で 約 １ ０ ０ 名 、 教 育 委 員 会 で 約 ５ ０ ０ 名 の

計 約 ６ ０ ０ 名 の 削 減 を 行 う 。

③ 給与等の見直し

職 員 の 給 与 に つ い て は 、 国 及 び 他 の 都 道 府 県 と の 均 衡 や 県 財 政 の

厳 し い 状 況 等 を 総 合 的 に 判 断 し て 決 定 す る と と も に 、 社 会 経 済 情 勢

の 変 化 に 合 わ せ た 給 与 制 度 の 適 正 化 に 努 め 、 給 与 費 総 額 の 増 加 の 抑

制を図る。

④ 事務経費の節減

一 般 事 務 費 に つ い て は 、 従 来 か ら 節 減 に 努 め て き た と こ ろ で は あ

る が 、 近 年 の 厳 し い 財 政 状 況 を 鑑 み 、 執 行 方 法 の 改 善 等 効 率 的 な 執

行 に 努 め 、 従 前 に も 増 し て 節 減 に 努 力 す る 。
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２ 行 政 の 守 備 範 囲 の 明 確 化

① 行 政 と 民 間 の 役 割 分 担 の 明 確 化

行 政 の 行 う べ き 範 囲 を 見 極 め 、 行 政 と 民 間 の 役 割 分 担 の 明 確 化 を

図る。

② 県 と 市 町 村 の 役 割 分 担 の 明 確 化

地 方 分 権 推 進 計 画 に 基 づ き 、 地 方 自 治 法 に お い て 改 正 予 定 の 「 都

道 府 県 と 市 町 村 の 事 務 配 分 の 原 則 （ ３ つ の 事 務 区 分 ） を 踏 ま え 、」

県 と 市 町 村 の 役 割 分 担 の 明 確 化 を 図 り 、 既 存 事 業 の 見 直 し を 図 る 。

な お 、 市 町 村 に 対 す る 既 存 の 県 単 独 補 助 金 に つ い て も 、 併 せ て 見

直 し を 図 る こ と と す る 。

③ 市 町 村 等 へ の 権 限 移 譲 の 推 進

住 民 に 身 近 な 行 政 は 市 町 村 が 行 う こ と を 基 本 に 、 市 町 村 の 要 望 を

取 り 入 れ な が ら 、 積 極 的 に 事 務 事 業 の 移 譲 を 図 る 。
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３ 施策の抜本的見直し

① 経常的経費の見直し

今 般 の 社 会 経 済 情 勢 の 変 化 を 踏 ま え 、 既 存 の 事 務 事 業 の 全 般 に わ

た り 、 事 業 の 必 要 性 、 緊 急 性 等 を 検 討 し 、 そ の 廃 止 、 統 合 、 縮 小 を

、 。行うなど 大 胆 か つ 抜 本 的 な 見 直 し と 事 務 改 善 を 進 め る こ と と す る

な お 、 社 会 経 済 情 勢 の 変 化 に 的 確 に 対 応 す る た め 、 す べ て の 事 務

事 業 に 終 期 を 設 定 す る 。

② 県 単 独 補 助 金 の 見 直 し

新 た な 行 政 需 要 に 対 し て 適 切 に 対 応 し つ つ 、 補 助 金 制 度 の 全 般 の

見 直 し を 図 る 。 制 度 創 設 後 の 社 会 経 済 情 勢 等 環 境 の 変 化 に よ り 、 事

業 効 果 ・ 意 義 等 の 薄 れ た 補 助 金 の 廃 止 ・ 縮 小 等 、 一 層 の 効 率 化 を 進

め て い く と と も に 、 類 似 な い し 同 一 目 的 の 補 助 金 に つ い て は 、 統 合

・ メ ニ ュ ー 化 を 積 極 的 に 推 進 す る 。

③ 投 資 的 経 費 の 重 点 的 ・ 効 率 的 な 執 行

こ れ ま で 社 会 資 本 整 備 を 中 心 と し た 投 資 的 事 業 を 強 力 に 推 進 し て

き た と こ ろ で あ る が 、 そ の 財 源 を 確 保 す る た め 、 地 方 債 を 大 量 に 発

行 し て き た 結 果 、 近 年 そ の 償 還 費 が 急 増 し 、 他 の 歳 出 を 圧 迫 し 始 め

ている。

こ の た め 、 今 後 は 、 緊 急 性 ・ 必 要 性 の 高 い 事 業 へ の 重 点 的 ・ 効 率

的 な 財 源 配 分 を さ ら に 徹 底 し な が ら 、 投 資 的 経 費 の 総 額 の 抑 制 あ る

い は 削 減 を 図 る こ と が 避 け ら れ な い 見 通 し で あ る 。

な お 、 平 成 ９ 年 度 に 策 定 し た 「 公 共 工 事 コ ス ト 縮 減 対 策 に 関 す る

行 動 計 画 」 に 基 づ き 、 コ ス ト の 縮 減 に 積 極 的 に 努 め て い る と こ ろ で

あ り 、 総 事 業 費 を 抑 制 す る 一 方 で 、 可 能 な 限 り 事 業 量 を 確 保 す る 。

④ 公営企業等の見直し

公 営 企 業 等 に つ い て は 、 独 立 採 算 性 の 確 保 に な お 一 層 努 め る と と

も に 、 経 営 及 び 管 理 運 営 等 の 分 析 ・ 評 価 を 行 い 、 経 営 改 善 計 画 を 策

定 す る な ど し て 経 営 の 健 全 化 ・ 効 率 化 を 推 進 す る 。
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⑤ 外郭団体の見直し

公 社 、 財 団 等 の 外 郭 団 体 に つ い て は 、 経 営 の 健 全 化 、 組 織 の 統 廃

合 を 含 め た 組 織 機 能 の 強 化 を 促 進 し 、 事 業 の 必 要 性 、 効 率 性 、 採 算

性 等 の 観 点 か ら 、 運 営 状 況 の 評 価 方 法 を 策 定 の う え 、 財 政 支 出 の 適

正化を図る。

な お 、 新 規 の 外 郭 団 体 の 設 立 は 厳 に 抑 制 し 、 新 た な 業 務 分 野 に 対

し て は 、 既 存 の 団 体 の 活 用 に よ り 対 処 す る こ と と す る 。
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４ 歳入の確保

① 県税収入の確保

県 税 収 入 に つ い て は 、 自 主 財 源 に お け る 主 要 な 歳 入 で あ る 一 方 、

納 税 者 に 適 正 で 公 平 な 税 負 担 を 求 め る と い う 観 点 か ら 、 課 税 客 体 の

的 確 な 把 握 に 努 め る と と も に 、 徴 収 率 の 向 上 に 努 め 、 そ の 安 定 的 な

確保を図る。

② 使 用 料 ・ 手 数 料 の 見 直 し

使 用 料 ・ 手 数 料 に つ い て は 、 従 来 、 物 価 指 数 等 も 考 慮 し な が ら 、

４ 年 ご と に 見 直 し の う え 、 適 宜 改 定 し て き た と こ ろ で は あ る が 、 前

回 改 定 か ら ４ 年 未 満 で あ っ て も 、 改 定 時 の 経 緯 か ら 改 定 が 必 要 な も

のは改定を行う。

な お 、 特 に 施 設 の 使 用 料 の 改 定 に 当 た っ て は 、 他 の 団 体 の 類 似 施

設 と の 比 較 ・ 検 討 等 を 行 い 、 受 益 者 負 担 の 適 正 化 を 図 る 。

③ 分 担 金 ・ 負 担 金 の 見 直 し

公 共 事 業 に 係 る 市 町 村 負 担 金 に つ い て 、 他 県 の 状 況 、 受 益 の 度 合

い 、 行 政 の 守 備 範 囲 等 を 鑑 み 、 検 討 の う え 適 正 化 を 図 る 。

④ 県有財産の活用

県 有 の 未 利 用 地 に つ い て は 、 将 来 に お け る 有 効 利 活 用 を 検 討 す る

と と も に 、 利 用 見 込 み の な い も の に つ い て 積 極 的 に 売 り 払 い を 推 進

す る 等 、 遊 休 資 産 の 一 層 の 活 用 を 図 る 。

⑤ 地方税財源の充実

地 方 分 権 の 時 代 を 迎 え 、 地 方 の 果 た す べ き 役 割 分 担 に 見 合 っ た 安

定 的 な 財 源 の 確 保 の た め 、 税 源 確 保 に つ い て の 調 査 研 究 を 行 う と と

も に 、 地 方 税 の 充 実 強 化 、 地 方 交 付 税 制 度 の 充 実 等 に つ き 積 極 的 に

国に要請していく。
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５ 財 政 運 営 ・ 予 算 編 成 等 の 改 善

① マ イ ナ ス ・ シ ー リ ン グ の 堅 持

従 来 か ら 実 施 し て い る 予 算 要 求 基 準 に お け る マ イ ナ ス ・ シ ー リ ン

グ に つ い て は 、 今 後 と も 引 き 続 き 実 施 す る 。

② 事 務 事 業 評 価 の 本 格 実 施

平 成 １ １ 年 度 予 算 編 成 時 に お い て 一 部 導 入 し た 事 務 事 業 評 価 に つ

い て は 、 順 次 、 対 象 事 業 範 囲 を 拡 大 し （ 最 終 的 に は 事 務 事 業 全 般 を

対 象 と す る 、 評 価 の 一 元 化 を 図 り 、 効 率 的 な 行 財 政 運 営 の 観 点 か）

ら 費 用 対 効 果 の 判 定 等 を 実 施 し 、 積 極 的 に 事 業 の 統 廃 合 を 進 め て い

く。

③ 地 方 債 の 発 行 額 の 抑 制

地 方 債 の 大 量 発 行 に つ い て は 、 後 年 度 に お い て 大 き な 負 担 を 強 い

る こ と と な り 、 財 政 の 硬 直 化 を 招 く 原 因 と な る 。

し た が っ て 、 当 初 予 算 に 計 上 す る 発 行 額 を 極 力 抑 制 し 、 ま た 、 そ

の 償 還 期 間 の 長 期 化 に よ る 償 還 額 の 平 準 化 を 図 る 。

④ 基金の活用

特 定 目 的 基 金 に つ い て は 、 残 高 状 況 等 を 踏 ま え 、 基 金 の 効 率 的 、

効 果 的 運 用 の 観 点 か ら 統 廃 合 を 実 施 し 、 ま た 、 必 要 に 応 じ 基 金 活 用

範 囲 の 拡 大 を 行 い 、 積 極 的 な 活 用 を 図 る 。
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おわりに

本 県 財 政 は 、 国 へ の 依 存 度 が 高 く 、 地 方 財 政 対 策 等 の 影 響 を

強 く 受 け る こ と と な り ま す 。 し た が っ て 、 今 回 示 し た 中 期 財 政

見 通 し に つ い て も 固 定 的 に と ら え る の で は な く 、 状 況 に 応 じ 適

宜 見 直 し て い く 必 要 が あ る と 考 え ら れ ま す 。

い ず れ に せ よ 地 方 財 政 が 未 曾 有 の 危 機 に 直 面 し て い る こ と に

、 。相 違 は な く 本 県 の み が そ の 例 外 と い う わ け に は ま い り ま せ ん

地 方 分 権 が 実 行 の 段 階 に 入 り 、 地 方 公 共 団 体 間 の 競 争 が す で に

始 ま っ て い ま す 。 こ の 財 政 危 機 を 乗 り 越 え 得 る か 否 か は 、 新 た

な 時 代 に 即 応 し た 県 政 の 確 立 に と っ て の 試 金 石 で あ る と 考 え ら

れ ま す 。

輝 く 故 郷 和 歌 山 を 次 の 世 代 に 引 き 継 い で い く た め に 、 果 敢 に

挑 戦 す る 勇 気 が 今 求 め ら れ て い ま す 。


